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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転体の回転角度に関する第１角度信号および第１角速度信号を出力する第１の回転計
測器と、
　前記回転体の回転角度に関する第２角度信号および第２角速度信号を出力する第２の回
転計測器と、
　前記第１および第２の回転計測器における信号を監視し、前記第１の回転計測器の異常
発生および前記第２の回転計測器の異常発生を検出する異常検出部と、
　前記第１角度信号および前記第１角速度信号を含む第１の組と、前記第２角度信号およ
び前記第２角速度信号を含む第２の組の一方を選択して第３角度信号および第３角速度信
号として出力し、前記第１の回転計測器が正常である時には、前記第１角度信号および前
記第１角速度信号を選択して前記第３角度信号および前記第３角速度信号として出力し、
前記第１の回転計測器に異常が発生した時に、前記第２の回転計測器が正常であれば、前
記第１角度信号と前記第２角度信号の差を段階的に縮小するように補間しながら、前記第
２角度信号および前記第２角速度信号を前記第３角度信号および前記第３角速度信号とし
て出力するように切り換える切り換え補間部と、を有することを特徴とする角度検出装置
。
【請求項２】
　前記切り換え補間部は、切り換え時に出力する前記第３角度信号の変化率が所定の閾値
を超えないように補間することを特徴とする請求項１に記載の角度検出装置。
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【請求項３】
　前記切り換え補間部は、前記第１角度信号と前記第２角度信号の差を縮小する方向で、
前記第３角度信号の変化率を大きくする加速段階と、前記加速段階の後で前記第３角度信
号の変化率を減少させる減速段階と、を有する処理を行うことを特徴とする請求項２に記
載の角度検出装置。
【請求項４】
　前記切り換え補間部は、前記加速段階と前記減速段階の間に、前記第３角度信号の変化
率を前記所定の閾値に近い値とする高速段階を有する処理を行うことを特徴とする請求項
３に記載の角度検出装置。
【請求項５】
　前記第１および第２の回転計測器は、レゾルバを含むことを特徴とする請求項１から４
のいずれか１項に記載の角度検出装置。
【請求項６】
　第１の回転計測器により、回転体の回転角度を検出し、第１角度信号および第１角速度
信号を生成し、
　第２の回転計測器により、前記回転体の回転角度を検出し、第２角度信号および第２角
速度信号を生成し、
　前記第１および第２の回転計測器における信号を監視し、前記第１の回転計測器の異常
発生および前記第２の回転計測器の異常発生を検出し、
　前記第１の回転計測器が正常である時には、前記第１角度信号および前記第１角速度信
号を第３角度信号および第３角速度信号として出力し、
　前記第１の回転計測器の異常発生を検出した時に、前記第２の回転計測器が正常であれ
ば、前記第１角度信号と前記第２角度信号の差を段階的に縮小するように補間しながら、
前記第２角度信号および前記第２角速度信号を前記第３角度信号および前記第３角速度信
号として出力するように切り換える、ことを特徴とする角度検出方法。
【請求項７】
　前記補間は、切り換え時に出力する前記第３角度信号の変化率が所定の閾値を超えない
ように行われることを特徴とする請求項６に記載の角度検出方法。
【請求項８】
　前記補間の処理は、前記第１角度信号と前記第２角度信号の差を縮小する方向で、前記
第３角度信号の変化率を大きくする加速段階と、前記加速段階の後で前記第３角度信号の
変化率を減少させる減速段階と、を有することを特徴とする請求項７に記載の角度検出方
法。
【請求項９】
　前記補間の処理は、前記加速段階と前記減速段階の間に、前記第３角度信号の変化率が
前記所定の閾値に近い値とする高速段階を有することを特徴とする請求項８に記載の角度
検出方法。
【請求項１０】
　前記第１および第２の回転計測器は、レゾルバを含むことを特徴とする請求項６から９
のいずれか１項に記載の角度検出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　開示の技術は、角度検出装置および角度検出方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　レゾルバ等の回転計測器を使用して、回転機（モータ等）の回転角度および回転速度（
角速度）を計測することが知られている。計測した回転角度および回転速度は、回転機の
サーボ制御などに用いられる。
【０００３】
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　レゾルバは、正弦波発振器から供給される参照信号をそのロータの回転角に応じて振幅
変調した信号を出力する。レゾルバとモータとは、それぞれのロータが互いに軸を共有し
ており、レゾルバの出力信号に基づいてモータの回転角を計測することができる。以下の
説明では、レゾルバを使用した例を説明するが、本発明は、回転機（モータ等）の回転角
度および回転速度を計測可能な回転計測器であれば適用可能であり、レゾルバに限定され
るものではない。また、回転機として、モータを例として説明を行う。
【０００４】
　レゾルバを含む角度検出装置は、モータのサーボ制御などに使用され、高精度の検出が
行えることと共に、高い信頼性を有することが求められる。信頼性を向上するため、同一
のモータの回転を検出する２個のレゾルバを設ける二重化を行い、冗長性を持たせた角度
検出装置が提案されている。信頼性を一層向上するために、同一のモータの回転を検出す
る３個以上のレゾルバを設けることも考えられ、本発明はそのような場合にも適用可能で
あるが、以下の説明では２個のレゾルバを設ける例を説明する。
【０００５】
　冗長性を持たせた角度検出装置は、レゾルバごとに内部信号を監視し、異常が発生した
ことを検出する異常検出部を設け、各レゾルバが正常であるかを検出する。この場合に、
さらに２個のレゾルバの信号の差を比較して、異常発生の検出精度を向上する場合もある
。冗長性を持たせた角度検出装置は、通常は一方のレゾルバ（第１レゾルバ）の計測した
回転角度および回転速度を出力する。そして、第１レゾルバに異常が発生したことが検出
され、他方のレゾルバ（第２レゾルバ）が正常であれば、第２レゾルバの計測した回転角
度および回転速度を出力するように切り換える。
【０００６】
　このような２個のレゾルバの出力を切り換える場合、単純に異常の発生した第１レゾル
バの出力から正常な第２レゾルバの出力に切り換えることが考えられる。しかし、レゾル
バでの異常発生から検出までの間に、異常発生したレゾルバの出力と正常なレゾルバの出
力との差は広がる。そのため、単純に第１レゾルバの出力から第２レゾルバの出力に切り
換えと、角度検出装置の出力の変化が大きくなり、モータの脱調などのモータ制御系の誤
動作の原因になる場合が生じる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平９－２７３９４２号公報
【特許文献２】特開２００５－１１４４４２号公報
【特許文献３】特開平９－６８４３９号公報
【特許文献４】特開２００９－１５０８２６号公報
【特許文献５】特開２００６－０５８２３２号公報
【特許文献６】特開２００９－２１０２８１号公報
【特許文献７】特開２００２－２４３５００号公報
【特許文献８】特開２００５－００３６２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　近年、モータは、小型化のために、より一層高速回転することが求められており、それ
に伴って、冗長性を持たせた角度検出装置では、高速回転時の速やかな異常検出と、モー
タ制御系への影響が小さい切り換え方法が求められる。
【０００９】
　実施形態によれば、異常発生時に、後段の出力信号を利用する制御系への影響が小さい
形で出力を変化させる、冗長性を持たせた角度検出装置が開示される。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
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　第１の態様の角度検出装置は、第１の回転計測器と、第２の回転計測器と、異常検出部
と、切り換え補間部と、を有する。第１の回転計測器は、回転体の回転角度に関する第１
角度信号および第１角速度信号を出力する。第２の回転計測器は、回転体の回転角度に関
する第２角度信号および第２角速度信号を出力する。異常検出部は、第１および第２の回
転計測器における信号を監視し、第１の回転計測器の異常発生および第２の回転計測器の
異常発生を検出する。切り換え補間部は、第１角度信号および第１角速度信号を含む第１
の組と、第２角度信号および第２角速度信号を含む第２の組の一方を選択して第３角度信
号および第３角速度信号として出力する。切り換え補間部は、第１の回転計測器が正常で
ある時には、第１角度信号および第１角速度信号を選択して第３角度信号および第３角速
度信号として出力する。切り換え補間部は、第１の回転計測器に異常が発生した時に、第
２の回転計測器が正常であれば、第２角度信号および第２角速度信号を第３角度信号およ
び第３角速度信号として出力するように切り換える。切り換え補間部は、この切り換えの
際に、第１角度信号と第２角度信号の差を段階的に縮小するように補間しながら切り換え
る。
【００１１】
　第２の態様の角度検出方法は、第１および第２の回転計測器の出力から、以下のように
角度を検出する。まず、第１の回転計測器により、回転体の回転角度を検出し、第１角度
信号および第１角速度信号を生成する。次に、第２の回転計測器により、回転体の回転角
度を検出し、第２角度信号および第２角速度信号を生成する。次に、第１および第２の回
転計測器における信号を監視し、第１の回転計測器の異常発生および第２の回転計測器の
異常発生を検出する。第１の回転計測器が正常である時には、第１角度信号および第１角
速度信号を第３角度信号および第３角速度信号として出力する。第１の回転計測器に異常
が発生した時に、第２の回転計測器が正常であれば、第２角度信号および第２角速度信号
を第３角度信号および第３角速度信号として出力するように切り換える。この切り換えの
際に、第１角度信号と第２角度信号の差を段階的に縮小するように補間しながら切り換え
る。
【発明の効果】
【００１２】
　第１および第２の態様によれば、同一の回転体の回転角度を検出する２個の回転計測器
を設け、異常が発生した場合に回転計測器の出力を切り換えて冗長化した構成で、スムー
ズな切り換えが行われる。これにより、出力信号を利用する後段への切り換えに伴う影響
を低減できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、２個のレゾルバを有する冗長化した角度検出装置を搭載したモータ制御
システムの構成例を示す図である。
【図２】図２は、図１の第１レゾルバ、第２レゾルバ、第１レゾルバインターフェース、
第２レゾルバインターフェースおよびセレクタを含む角度検出装置の詳細な構成を示す図
である。
【図３】図３は、図２の角度検出装置における切り換え時の第１回転角度および第２回転
角度の変化を示す図である。
【図４】図４は、実施形態のモータ制御システムの構成を示す図である。
【図５】図５は、実施形態における角度検出装置の詳細な構成を示す図である。
【図６】図６は、図１および図２に示したセレクタによる切り換えと、実施形態の切り換
え補間部による切り換えを説明する図である。
【図７】図７は、実施形態の切り換え補間部による切り換え補間処理をより具体的に説明
する図である。
【図８】図８は、回転角度補間処理において、第２回転角速度に対して、角速度をどの程
度増加または減少する量に設定するかを示す図である。
【図９】図９は、図７に示す動作を行う切り換え補間部の回路構成ブロック図である。
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【図１０】図１０は、補間処理における算出角速度の変化および補間処理で使用する用語
を説明する図である。
【図１１】図１１は、図９の角度算出部の詳細な構成を示すブロック図である。
【図１２】図１２は、図９の角速度算出部の詳細な構成を示すブロック図である。
【図１３】図１３は、反転境界角度差生成部の構成を示す図である。
【図１４】図１４は、折返し角度抽出部の構成を示す図である。
【図１５】図１５は、図１２の制御判定部の制御フローを示すフローチャートである。
【図１６】図１６は、図１２の制御判定部の制御フローを示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　実施形態を説明する前に、２個のレゾルバを有する冗長化した角度検出装置、およびそ
れを搭載したモータ制御システムの一般的な例を説明する。
　図１は、２個のレゾルバを有する冗長化した角度検出装置を搭載したモータ制御システ
ムの構成例を示す図である。
【００１５】
　モータ制御システムは、モータ１１と、第１レゾルバ１２Ａと、第２レゾルバ１２Ｂと
、第１レゾルバインターフェース１３Ａと、第２レゾルバインターフェース１３Ｂと、セ
レクタ１４と、ＣＰＵ１５と、モータ制御部１６と、ドライバ１７と、を有する。第１レ
ゾルバ１２Ａ、第２レゾルバ１２Ｂ、第１レゾルバインターフェース１３Ａ、第２レゾル
バインターフェース１３Ｂおよびセレクタ１４が、角度検出装置を形成する。また、第１
レゾルバ１２Ａと第１レゾルバインターフェース１３Ａを合わせて第１回転計測器、第２
レゾルバ１２Ｂと第２レゾルバインターフェース１３Ｂを合わせて第２回転計測器、と称
する場合がある。
【００１６】
　ＣＰＵ１５は、外部から動作要求を受け取り、モータ制御部１６から制御情報を受け取
り、これらに基づいて制御指令を生成して、モータ制御部１６に出力する。モータ制御部
１６は、ＣＰＵ１５からの制御指令、およびセレクタ１４からの角度情報および角速度情
報に基づいて、モータ制御信号を生成し、ドライバ１７に出力する。ドライバ１７は、モ
ータ制御信号に基づいて駆動信号を生成し、モータ１１に印加する。これに応じて、モー
タ１１は、所望の回転を行う。
【００１７】
　第１レゾルバ１２Ａおよび第２レゾルバ１２Ｂは、ロータがモータ１１のロータと軸を
共有するように配置され、回転位置に関係する正弦波信号および余弦波信号を発生する。
第１レゾルバインターフェース１３Ａおよび第２レゾルバインターフェース１３Ｂは、第
１レゾルバ１２Ａおよび第２レゾルバ１２Ｂの出力する正弦波信号および余弦波信号から
、モータ１１の回転角度および回転速度（角速度）を演算して出力する。なお、レゾルバ
以外にも、回転位置に関係する正弦波信号および余弦波信号を発生するセンサが知られて
おり、レゾルバの代わりにそのようなセンサを使用してもよい。
【００１８】
　上記のように、第１および第２レゾルバ１２Ａおよび１２Ｂは、同一のモータ１１に配
置されており、正常であれば、第１および第２レゾルバインターフェース１３Ａおよび１
３Ｂは、同じ回転角度および角速度を出力する。そこで、セレクタ１４は、通常は、第１
レゾルバインターフェース１３Ａの出力する第１回転角度および第１角速度を選択して、
モータ制御部１６に出力する。もし、第１レゾルバ１２Ａおよび第１レゾルバインターフ
ェース１３Ａからなる第１回転計測器に異常が発生した場合には、セレクタ１４は、第２
レゾルバインターフェース１３Ｂの出力する第２回転角度および第２角速度を選択するよ
うに切り換える。この場合、第２レゾルバ１２Ｂおよび第２レゾルバインターフェース１
３Ｂからなる第２回転計測器に異常が発生していれば、切り換えは行わずに、角度検出装
置は、異常が発生したことを、ＣＰＵ１５またはモータ制御部１６に通知する。また、セ
レクタ１４が第２回転角度および第２角速度を選択するように切り換えた後、第２回転計
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測器に異常が発生した場合も同様である。なお、以下の説明では、レゾルバの異常を検出
する例を説明するが、レゾルバインターフェースを含めた回転計測器の異常を検出する場
合も同様である。
【００１９】
　図２は、図１の第１レゾルバ１２Ａ、第２レゾルバ１２Ｂ、第１レゾルバインターフェ
ース１３Ａ、第２レゾルバインターフェース１３Ｂおよびセレクタ１４を含む角度検出装
置の詳細な構成を示す図である。
【００２０】
　第１レゾルバ１２Ａは、ロータ２１Ａと、励磁コイル２２Ａと、第１検出コイル２３Ａ
と、第２検出コイル２４Ａと、を有する。正弦波発振器からの参照信号が、ロータ２１Ａ
の回転角度に応じて振幅変調されて励磁コイル２２Ａに印加され、第１検出コイル２３Ａ
および第２検出コイル２４Ａに回転角度に応じた正弦波信号および余弦波信号が誘起され
る。第１検出コイル２３Ａの両端に誘起される正弦波信号は、第１レゾルバインターフェ
ース１３Ａの増幅回路２５Ａで増幅された後、ＡＤＣ２７Ａでデジタル信号に変換されて
、角度演算回路２９Ａに供給される。同様に、第２検出コイル２４Ａの両端に誘起される
余弦波信号は、第１レゾルバインターフェース１３Ａの増幅回路２６Ａで増幅された後、
ＡＤＣ２８Ａでデジタルデータに変換されて、角度演算回路２９Ａに供給される。角度演
算回路２９Ａは、ＡＤＣ２７ＡおよびＡＤＣ２８Ａの出力するデータから、ロータ２１Ａ
の第１回転角度Ｒ１および第１角速度ω１を演算して出力する。第２レゾルバ１２Ｂおよ
び第２レゾルバインターフェース１３Ｂは、上記と同じであるので説明は省略する。また
、レゾルバおよびレゾルバインターフェースについては、列記した特許文献等に記載され
ており、広く知られているのでこれ以上の説明は省略する。
【００２１】
　異常監視部１８は、第１検出コイル２３Ａ、第２検出コイル２４Ａ、第１検出コイル２
３Ｂおよび第２検出コイル２４Ｂの出力するアナログ信号を監視して、第１レゾルバ１２
Ａおよび第２レゾルバ１２Ｂが正常であるか、すなわち異常が発生したかを監視する。異
常検出部１９は、異常監視部１８の監視信号から、第１レゾルバ１２Ａが正常であるか否
か（異常であるか）、第２レゾルバ１２Ｂが正常であるか否か（異常であるか）を検出す
る。レゾルバの異常発生は、特許文献７に記載される方法で、各レゾルバのみの信号を監
視することにより検出される。この際、必要に応じて角度演算回路の出力を利用する。ま
た、第１レゾルバ１２Ａからの信号と第２レゾルバ１２Ｂからの信号を比較することによ
り、より高精度に異常の発生を検出できる。ここでは、異常発生の検出方法は、特に限定
しないが、一般レゾルバの異常発生は、発生から検出まである程度の時間が必要である。
また、レゾルバインターフェースに異常が発生する場合もあり、第１および第２レゾルバ
インターフェース１３Ａおよび１３Ｂを含めて異常監視を行うようにしてもよい。言い換
えれば、第１回転計測器および第２回転計測器のそれぞれで異常発生を検出するようにし
てもよい。
【００２２】
　異常検出部１９は、第１回転計測器と第２回転計測器の両方が正常の場合には、例えば
第１の検出信号を選択する選択信号ＳＥＬをセレクタ１４に出力する。これに応じて、セ
レクタ１４は、第１回転角度Ｒ１および第１角速度ω１を選択して、第３回転角度Ｒ３お
よび第３角速度ω３として出力する。
【００２３】
　異常検出部１９は、第１回転計測器に異常が発生したことを検出した場合には、第２回
転計測器の出力する第２回転角度Ｒ２および第２角速度ω２を含む第２の検出信号を選択
するように切り換える選択信号ＳＥＬをセレクタ１４に出力する。これに応じて、セレク
タ１４は、第２回転角度Ｒ２および第２角速度ω２を選択して、第３回転角度Ｒ３および
第３角速度ω３として出力する。ただし、第１回転計測器に異常が発生した時に、すでに
第２回転計測器にも異常が発生していた場合には、異常検出部１９は、第１と第２の検出
信号のいずれも検出しない選択信号ＳＥＬをセレクタ１４に出力し、異常発生を知らせる
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信号を出力する。これは、第２の検出信号を選択するように切り換える選択信号ＳＥＬを
出力した後で、第２回転計測器に異常が発生した場合も同様である。
【００２４】
　図３は、図２の角度検出装置における切り換え時の第１回転角度Ｒ１および第２回転角
度Ｒ２の変化を示す図である。
　図３において、Ｐは第１回転計測器および第２回転計測器が正常な場合の、第１回転角
度Ｒ１および第２回転角度Ｒ２の変化を示す。第１回転計測器および第２回転計測器が正
常であるから、第１回転角度Ｒ１および第２回転角度Ｒ２は同じ値を示す。
【００２５】
　図３において、参照番号３０で示す時間に、第１回転計測器に異常が発生した場合を考
える。第２回転計測器は正常であるから、第２回転角度Ｒ２はモータの回転に応じてＱ２
で示すように変化する。一方、第１回転計測器は異常であるから、第１回転角度Ｒ１の値
は、Ｑ１で示すように変化し、第２回転角度Ｒ２との差が時間の経過と共に広がる。
【００２６】
　前述のように、レゾルバ（回転計測器）の異常発生の検出は、発生から検出まである程
度の時間が必要である。図３に示すように、参照番号３１で示す時間に第１回転計測器に
異常が発生したことを検出したと仮定すると、Ｑ１とＱ２の差は広がっている。そのため
、セレクタ１４が、Ｒ３およびω３として出力するデータを、Ｒ１およびω１の組からＲ
２およびω２の組に切り換えると、Ｒ３およびω３は非常に大きく変化する場合が起こる
。
【００２７】
　セレクタ１４の出力するＲ３およびω３は、モータ制御部１６において、サーボ制御に
使用されており、大きな変化を生じると、サーボ制御に悪影響を及ぼし、最悪の場合には
脱調などが発生する。この場合問題になるのが、回転角度Ｒ３の大きな変化である。
【００２８】
　モータは、小型化のために、より高速回転することが求められている。そのため、回転
計測器の異常発生の検出時間が同じでも、その間の第１検出信号と第２検出信号の差は大
きくなり、サーボ制御への影響が大きくなる。
【００２９】
　したがって、２個のレゾルバを有する冗長化した角度検出装置には、レゾルバに異常が
発生した場合に、後段のサーボ制御などへ悪影響を及ぼさない形で、正常なレゾルバの検
出した回転角度に切り換えることが求められる。以下に説明する実施形態では、切り換え
動作を改良した２個のレゾルバを有する冗長化した角度検出装置が開示される。
【００３０】
　図４は、実施形態のモータ制御システムの構成を示す図である。このモータ制御システ
ムは、モータ１１と、第１レゾルバ１２Ａと、第２レゾルバ１２Ｂと、第１レゾルバイン
ターフェース１３Ａと、第２レゾルバインターフェース１３Ｂと、ＣＰＵ１５と、モータ
制御部１６と、ドライバ１７と、切り換え補間部４０と、を有する。言い換えれば、実施
形態のモータ制御システムは、２個のレゾルバを有する冗長化した角度検出装置を搭載し
たシステムであり、図１の構成で、セレクタ１４の代わりに切り換え補間部４０を設けた
ことが異なり、他は図１のシステムと同じである。したがって、切り換え補間部４０以外
の部分について説明は省略する。
【００３１】
　図５は、実施形態における角度検出装置の詳細な構成を示す図である。実施形態の角度
検出装置は、第１レゾルバ１２Ａ、第２レゾルバ１２Ｂ、第１レゾルバインターフェース
１３Ａ、第２レゾルバインターフェース１３Ｂおよび切り換え補間部４０を有する。言い
換えれば、実施形態の角度検出装置は、図２の構成で、セレクタ１４の代わりに切り換え
補間部４０を設けたことが異なり、他は図２の角度検出装置と同じである。第１レゾルバ
１２Ａおよび第１レゾルバインターフェース１３Ａを含み、第１検出信号（第１回転角度
Ｒ１および第１回転角速度ω１）を出力する部分を第１回転計測器と称する。同様に、第
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２レゾルバ１２Ｂおよび第２レゾルバインターフェース１３Ｂを含み、第２検出信号（第
２回転角度Ｒ２および第２回転角速度ω２）を出力する部分を第２回転計測器と称する。
【００３２】
　実施形態の切り換え補間部４０は、第１回転計測器および第２回転計測器が正常であれ
ば、第１検出信号を選択して、第３回転角度Ｒ３および第３回転角速度ω３として出力す
る。切り換え補間部４０は、第１回転計測器に異常が発生した場合、第２回転計測器が正
常であれば、第２検出信号を選択して、第３回転角度Ｒ３および第３回転角速度ω３とし
て出力するように、選択を切り換える。以上の機能は、図１および図２のセレクタ１４と
同じである。さらに、実施形態の切り換え補間部４０は、第１検出信号から第２検出信号
に選択を切り換える時に、単純に切り換えるのではなく、第３回転角度Ｒ３が段階的に第
２回転角度Ｒ２との差を縮小するように補間しながら切り換える。
【００３３】
　図６は、図１および図２に示したセレクタ１４による切り換えと、実施形態の切り換え
補間部４０による切り換えを説明する図である。
　図６では、説明を簡略にするために、第１回転計測器に異常が発生した時の第１回転角
速度ω１と第２回転角速度ω２が等しく且つその後一定で、第１回転角度Ｒ１および第２
回転角度Ｒ２が異なるとして説明を行う。さらに、Ｑ１は第１回転角度Ｒ１を示し、Ｑ２
は第２回転角度Ｒ２を示し、０＜ω１＝ω２＝一定であるから、Ｑ１とＱ２は単調増加す
る平行な直線となる。
【００３４】
　図６の（Ａ）は、セレクタ１４による切り換えを示す。セレクタ１４は、第１検出信号
（第１回転角度Ｒ１および第１回転角速度ω１）を第２検出信号（第２回転角度Ｒ２およ
び第２回転角速度ω２）に切り換えるだけであるから、第１回転角度Ｒ１から第２回転角
度Ｒ２への変化は瞬時に終了する。したがって、この場合の回転角速度の変化は非常に大
きい。
【００３５】
　モータ制御系では、上記のような回転角度の変化が発生すると、制御目標の角度が大き
く変化したことになり、目標角度になるように回転角速度を大きく変化させる制御を行う
。これに応じて、ドライバ１７は、駆動信号を急激に変化させるため、脱調などの悪影響
が発生する。また、駆動信号に応じてモータ１１の回転速度が急激に変化し、目標回転速
度に近づくが、今度は逆に急激に減速するが、イナーシャの関係で目標回転速度を超えて
変化し、このような制御を繰り返して目標回転速度に収束することになる。言い換えれば
、回転速度が振動しながら目標回転速度に収束する。このように、図１および図２に示し
たセレクタ１４による瞬時の切り換えでは、検出信号を利用する後段に悪影響を及ぼす。
　図６の（Ｂ）は、元の回転角度Ｑ１から目標回転角度Ｑ２への変化をサーボ制御系の最
大許容角速度Δωで変化させる補間処理を行った場合を示す。元の回転角度Ｑ１に対する
角速度をΔω増加させる。この場合、モータ制御系の影響は最小で済むが、切り換え時間
が長くなる。
【００３６】
　例えば、ドライバ１７がモータ１１をＰＷＭ駆動する時、ＰＷＭのキャリア周波数１周
期内において指定した制御量(Ang_L)をＰＷＭのキャリア周波数(fc)とモータ回転数(R[rp
s])から次のように定義する。
　Ang_L < 360 x R/fc[°]
　このAng_Lの変化量で回転動作したときの角速度をωMAXとする。この角速度ωMAXは、
ＰＷＭ駆動で実現できる最大変化量である。
【００３７】
　図６の（Ｃ）は、元の回転角度Ｑ１から目標回転角度Ｑ２への変化を角速度ωMAXで行
った場合を示す。この場合、元の回転角度Ｑ１に対する角速度に加速用角速度Δωを加え
てωMAXとする。
　ωMAXで切り換えを行えば短時間で切り換えが可能であるが、急にωMAXにしてしまうと
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、図６の（Ａ）の場合と同様にモータ制御系に悪影響を及ぼす。
【００３８】
　図６の（Ｄ）は、実施形態のモータ制御システムの切り換え補間部４０における補間処
理を示す。この補間処理では、元の回転角度Ｑ１から目標回転角度Ｑ２への変化を、角速
度を段階的に変化させて行う。図６の（Ｄ）では、元の回転角度Ｑ１に対する角速度から
、単位処理時間ごとに角速度を少し加速して補間回転角度を算出し、さらに角速度を少し
加速して補間回転角度を算出する処理を繰り返す。そして、角速度が上記のωMAXにまで
増加すると、ωMAXでの加速を維持しながら単位処理時間ごとに補間回転角度を算出する
。補間回転角度が、回転角度Ｑ２に近づくと、角速度をωMAXから減少させ、補間回転角
度が、回転角度Ｑ２に一致すると、完全に第２回転計測器の出力に切り換える。
【００３９】
　図７は、実施形態の切り換え補間部４０による切り換え補間処理をより具体的に説明す
る図である。図６の（Ｄ）に示した例では、第１回転計測器に異常が発生した時の第２回
転角速度ω２は、その後一定で変化しないとして説明したが、実際にはモータ１１の回転
に応じて変化する。図７において、Ｑ１は第１回転角度Ｒ１の変化を示し、参照番号３１
で示す時間に異常発生が検出され、第２検出信号（第２回転角度Ｒ２および第２回転角速
度ω２）への切り換えが開始される。図７では、Ｑ１は角速度が一定であるとして示して
いるが、参照番号３１で示す時間以後どのように変化しても処理には関係しない。Ｑ２は
、第２回転角度Ｒ２の変化曲線を示し、参照番号３１で示す時間において、すでにＱ１と
は異なる角度となっており、角速度も既に異なっており、その後も変化する。
【００４０】
　図７は、切り換え開始時に第２回転角度Ｒ２は第１回転角度Ｒ１より大きく、Ｒ１を徐
々に増加させてＲ２に一致させ、その後Ｒ２に切り換える場合を示している。なお、第３
角速度ω３は、参照番号３１で示す時間において、ω１からω２に切り換えられ、以下の
説明における角速度は回転角度Ｒ３を演算する補間処理にのみ関係する。
【００４１】
　図７において、Ｆは加速境界角度差の変化曲線を示し、Ｇは折り返し角度の変化曲線を
示し、Ｈは減速境界角度差の変化曲線を示す。加速境界角度差の変化曲線Ｆは、切り換え
補間処理において、第１回転角度Ｒ１から第２回転角度Ｒ２に変化させる場合に、角速度
を最大角速度ωMAXまで段階的に増加させる時点を示す。折り返し角度の変化曲線Ｇは、
加速境界角度差の変化曲線Ｆ上の状態から、最大角速度ωMAXで第２回転角度Ｒ２に近づ
くように加速する範囲の中間となる時点を示す。減速境界角度差の変化曲線Ｈは、第２回
転角度Ｒ２に近づいたので、最大角速度ωMAXから第２回転角速度ω２に近づくように減
速を開始する時点を示す。回転角度を補間するために、角速度をどの程度増加または減少
させるかは、その時点の第２回転角速度ω２に応じて決定する。
【００４２】
　図８は、回転角度補間処理において、第２回転角速度ω２に対して、角速度をどの程度
増加または減少する量に設定するかを示す図である。図８に示すように、角速度を増加ま
たは減少させる量は、第２回転角速度ω２に比例するように決定する。
【００４３】
　次に、回転角度Ｒ３をどのように補間処理するかについて、図７の例で詳しく説明する
。
　補間処理は、参照番号３１で示す時間（ｔ１）において開始される。ｔ１の時の第１回
転角度Ｒ１であり、これが切り換え開始時の補間した第３回転角度Ｒ３１となる。ｔ１の
時、第１回転角度Ｒ１より第２回転角度Ｒ２の方が進んでいる（プラス）ので、その時点
の第２回転角速度ω２１より加速してＲ３を演算する必要がある（加速しないとＲ２に追
いつかない）。図８にしたがって、ω２１に対してΔω１増加させるので、切り換え処理
開始時のＲ３を演算する補間処理のための回転角速度ω３１はω２１＋Δω１となる。
【００４４】
　１単位制御周期経過し、参照番号３２で示す時間（ｔ２）になると、第３回転角度Ｒ３
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２は、Ｒ３１＋（ω２１＋Δω１）（ｔ２－ｔ１）である。ｔ２の時、第２回転角速度ω
２はω２２であり、図８にしたがって、ω２２に対してさらにΔω２増加させるので、補
間処理のための回転角速度ω３２はω２２＋Δω１＋Δω２となる。
【００４５】
　図７では、４回処理を繰り返すことにより、第３回転角度Ｒ３は増加し、参照番号３３
で示す時点で、加速境界角度差の変化曲線Ｆに到達する。この時点でのＲ３を増加させる
回転角速度ω３４はω２４＋Δω１＋Δω２＋Δω３＋Δω４となる。次に、第３回転角
度Ｒ３を最大角速度ωMAXで加速するとして演算し、単位制御周期ごとに演算値を出力す
る。この状態を、第３回転角度Ｒ３が減速境界角度差の変化曲線Ｈに到達するまで維持す
る。
【００４６】
　参照番号３４で示す時間に、第３回転角度Ｒ３が減速境界角度差の変化曲線Ｈに到達す
ると、補間処理のための回転角速度の最大角速度ωMAXからの減速を開始する。減速の補
間処理は、加速の補間処理に類似しており、その時点の回転角速度と第２回転角速度ω２
の値から減速する加速度を決定する。
【００４７】
　以上の処理を繰り返すことで、第３回転角度Ｒ３は、第２回転角度Ｒ２に近づき、参照
番号３５で示す時間に、第３回転角度Ｒ３は第２回転角度Ｒ２に一致する。それ以後は、
第２回転角度Ｒ２を第３回転角度Ｒ３として出力する。
【００４８】
　以上まとめると、実施形態の切り換え補間部４０は、以下の手順で切り換え補間処理を
行う。
　（１）レゾルバ同士の角度差を求める。
　（２）切り換え先の角速度ωからΔωを求める。
　（３）角度差の正負状態とΔωとωから補間処理のための切り換え中の算出角速度を求
める。
　（４）切り換え中の算出角速度が、上限、下限のリミット値になったならリミット値に
切り換える。
　（５）目標角度に近づいたら上記の（３）の逆方向の演算を行い、切り換え中の算出角
速度を求める。
　（６）切り換え中の算出角速度を積分する事により算出角度を求める。
　（７）以上のようにして、算出角度が切り換わり先のレゾルバ角度に接近していく。
【００４９】
　図９は、上記の動作を行う切り換え補間部４０の回路構成ブロック図である。
　切り換え補間部４０は、セレクタ４１、角度偏差算出部（Ｒ１－Ｒ２）４２と、セレク
タ４３と、初回保持部４４と、角速度算出部４５と、角度算出部４６と、０～３６０°変
換部４７と、を有する。
【００５０】
　セレクタ４１は、選択信号ＳＥＬに応じて、第１回転計測器からの第１回転角度Ｒ１と
第２回転計測器からの第２回転角度Ｒ２の一方を選択して、角度Ｂとして出力する。選択
信号ＳＥＬは、セレクタ４１が、第１回転計測器が正常であればＲ１を、第１回転計測器
が異常であることが検出されるとＲ２を選択する信号である。
【００５１】
　角度偏差算出部（Ｒ１－Ｒ２）４２は、Ｒ１とＲ２の差を、異常の発生に備えて常時演
算する。
　セレクタ４３は、選択信号ＳＥＬに応じて、第１回転計測器からの第１回転角速度ω１
と第２回転計測器からの第２回転角速度ω２の一方を選択して、切り換え先角度Ｂとして
出力する。
【００５２】
　初回保持部４４は、第１回転計測器に異常が検出され、選択信号ＳＥＬが切り換わった
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時、角度偏差算出部（Ｒ１－Ｒ２）４２の出力する角度差Ｒ１－Ｒ２を保存し、切り換え
直後の角度差Ｃとして出力する。
【００５３】
　角速度算出部４５は、角度差Ｃと、セレクタ４１から出力される切り換え先角度Ｂ（切
り換え処理中は第２回転角度Ｒ２）を受け、切り換え中の算出角速度Ｓの生成を行う。角
速度算出部４５は、Ｒ１とＲ２の角度差の補間処理を、モータ制御系への影響がないよう
、補間処理の進行状態ごとに区分して行うことにより、切り換え時間の短縮を実現してい
る。また、制御周期毎に切り換え先の角速度ωを確認していくことで、切り換え中に角速
度が変化した場合でも追従して角速度を算出していく。
【００５４】
　角度算出部４６は、角度差Ｃと、セレクタ４１から出力される第２回転角度Ｒ２および
角速度算出部４５の出力する切り換え中の算出角速度Ｓを受け、段階的に変化する算出回
転角度Ａの生成を行う。補間回転角度は、切り換え時間を短縮すると共に、モータ制御系
に影響のない角度差で段階的に変化するように補間処理して生成される。また、角度算出
部４６は、単位制御周期ごとに、切り換え先である第２回転計測器の出力する角速度ω２
を確認していくことで、切り換え中に角速度が変化した場合でも追従して角速度を算出し
ていく。また、角度算出部４６は、切り換え先である第２回転計測器の出力する回転角度
Ｒ２と、角速度算出部４５が生成した角速度から算出した角速度Ｓに対して、常に比較、
差分を求め、角速度算出部４５に切り換え先との角度差（切り換え中角度差）Ｄとして提
供している。
【００５５】
　０～３６０°変換部４７は、角度算出部４６が求めた回転角度値Ａがマイナスや３６０
°を越えている場合、０°から３６０°の間の値に修正する。
【００５６】
　ここで、上記の切り換え補間処理における算出角速度の変化および使用する用語を説明
する。
【００５７】
　図１０は、補間処理における算出角速度の変化および補間処理で使用する用語を説明す
る図である。図１０は、図６の（Ｄ）で使用した図に対応し、説明を簡単にするため、切
り換え先である第２角度計測器の第２回転角度Ｒ２と切り換え元の第１角度計測器の第１
回転角度Ｒ１の変化を直線で示すが、前述のように、実際は常に変動する曲線である。
【００５８】
　・折返し角度
　折返し角度とは、切り換え先の角度Ｂ（Ｒ２）から、切り換え時の角度差Ｃの１／２の
角度異なる角度である。Ｂ（Ｒ２）が変動している為、下記式より常に補正が掛かる。
　折返し角度＝Ｂ＋Ｃ／２（Ｒ１＜Ｒ２の時Ｃは負、Ｒ１＞Ｒ２の時Ｃは正）
【００５９】
　・加速境界角度差
　加速境界角度差とは、切り換え時の角度差Ｃの補正方向が進みの場合（Ｒ１＜Ｒ２）、
切り換え中の角速度ＳがωMAXに到達したときの角度差とする。例えば、図７に示した例
では、４回目の単位制御周期でωMAXに到達したときの例である。
【００６０】
　加速境界角度差は、切り換え時の角度差Ｃの補正方向が遅れの場合（Ｒ１＞Ｒ２）、詳
細を後述する減速境界角度差の反対の所にある。但し速度差に差分がある可能性を考慮し
、下記補正項を付ける。
【００６１】
　（ケース１）切り換え時の角度差Ｃの補正方向が進みの場合（Ｒ１＜Ｒ２）
　ωMAX＝ω４＋Δω１＋Δω２＋Δω３＋Δω４とすると、加速境界角度差＝（ω１＋
Δω１）ｔ１＋（ω２＋Δω１＋Δω２）ｔ２＋（ω３＋Δω１＋Δω２＋Δω３）ｔ３
＋（ω４＋Δω１＋Δω２＋Δω３＋Δω４）ｔ４
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【００６２】
　（ケース２）切り換え時の角度差Ｃの補正方向が遅れの場合（Ｒ１＞Ｒ２）
　加速境界角度差＝ω／（ωｄｍ＋ωｓ）／２）
　ただし、ωｓ：切り換え時の第２回転計測器の第２角速度ω２
　ωｄｍ：境界角度達成時の切り換え中の角度差Ｄｍ到達時の角速度
【００６３】
　・減速境界角度差
　切り換え時の角度差Ｃの補正方向が進みの場合、加速境界角度差の反対の所にある。但
し速度差に差分がある可能性を考慮し、下記補正項を付ける。
【００６４】
　減速境界角度差とは、切り換え時の角度差Ｃの補正方向が遅れの場合、切り換え中の角
速度ＳがωMINに到達したときの角度差とする。
【００６５】
　（ケース１）切り換え時の角度差Ｃの補正方向が進みの場合（Ｒ１＜Ｒ２）
　減速境界角度差＝ω／（ωｄｍ＋ωｓ）／２）
　ただし、ωｓ：切り換え時の第２回転計測器の第２角速度ω２
　ωｄｍ：境界角度達成時の切り換え中の角度差（Ｄｍ）到達時の角速度
【００６６】
　（ケース２）切り換え時の角度差Ｃの補正方向が遅れの場合（Ｒ１＞Ｒ２）
　ωMAX＝ω４－Δω１－Δω２－Δω３－Δω４とすると、加速境界角度差＝（ω１－
Δω１）ｔ１＋（ω２－Δω１－Δω２）ｔ２＋（ω３－Δω１－Δω２－Δω３）ｔ３
＋（ω４－Δω１－Δω２－Δω３－Δω４）ｔ４
【００６７】
　・算出角度Ａ
　算出角度Ａとは、この切り換え補間部４０の角度算出部４６が生成した回転角度のこと
であり、図１０では、Ｑ１からＱ２に段階的に変化する線上の折れ曲がった点の示す角度
に相当する。
【００６８】
　・切り換え中の角速度Ｓ
　切り換え中の角速度Ｓとは、補間角度を決定していく変位を角速度として表したもので
ある。
　切り換え立ち上がりと切り換わり終了では、切り換え先の第２回転計測器の角速度ω２
に一致し、折返し角度付近では、最大(最小)角速度になるような曲線で示される。
【００６９】
　・切り換え時の角度差Ｃ
　切り換え開始時における、切り換え元の第１回転計測器の回転角度Ｒ１と、切り換え先
の第２回転計測器の回転角度Ｒ２の差である。切り換え時の角度差Ｃは、切り換わり終了
まで、変わらず保持される。
【００７０】
　・切り換え先の第２回転計測器の回転角度Ｒ２との角度差Ｄ
　切り換え先の第２回転計測器の回転角度Ｒ２と比較した角度差のことである。開始時に
は、切り換え時の角度差Ｃと同値であり、切り換わり終了時は”０”になっている。
【００７１】
　・境界角度到達時の切り換え先との角度差Ｄｍ
　Ｄｍ＝切り換え直後の角度差Ｃ－切り換え先との角度差Ｄ
　実施形態における切り換え中の算出角度Ａの算出の基本原理を、図１０と関連付けて説
明すると、以下のようになる。
【００７２】
　Ｑ１上の参照番号３１で示す切り換え開始の時点から、算出角度Ａが加速境界角度差Ｆ
に到達するまでは、Ｑ２（Ｒ２）の方がＱ１（Ｒ１）より進んでいるので、サーボ制御に
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影響しないように徐々に加速し、順次算出角度Ａを算出して出力する。算出角度Ａが、加
速境界角度差Ｆに到達した時には、算出角速度Ｓが最大角速度に達しており、加速境界角
度差Ｆと減速境界角度差Ｈの間は、算出角速度Ｓを最大角速度に固定して、順次算出角度
Ａを算出して出力する。したがって、加速境界角度差Ｆと減速境界角度差Ｈの間は、高速
状態である。その後、算出角度Ａが減速境界角度差Ｈに達すると、減速を行い、算出角度
Ａが第２回転計測器の出力する第２回転角度Ｒ２に一致する時には、算出角速度Ｓが第２
回転計測器の出力する角速度ω２に一致するようにする。
【００７３】
　Ｑ２（Ｒ２）の方がＱ１（Ｒ１）より遅れている時には、上記と逆に、まず減速処理し
、最小角速度で進んだ後、加速して、算出角速度Ｓが第２回転計測器の出力する角速度ω
２に一致するようにする。
【００７４】
　上記の説明は、切り換え処理中に、算出角速度Ｓが、最大または最少角速度になる場合
であるが、最大または最少角速度になる前に、折返し角度Ｇに達する場合がある。その場
合には、算出角速度Ｓが、折返し角度Ｇに達した時に、加速と減速を切り換える。
【００７５】
　以上説明した用語を用いて、図９の各部を説明する。
　図１１は、図９の角度算出部４６の詳細な構成を示すブロック図である。
　角度算出部４６は、乗算器５１と、時間幅レジスタ５２と、減算器５３と、角度差保持
部５４と、初期値算出部５５と、減算器５６と、初期信号発生部５７と、セレクタ５８と
、角度偏差算出部５９と、収束判定部６０と、セレクタ６１と、を有する。角度算出部４
６は、算出角度Ａの生成と、切り換え先との角度差Ｄの生成を行う。
【００７６】
　初期値算出部（Ｂ－Ｃ）５５は、切り換え先の回転角度であるＢと切り換え時の角度差
Ｃから、切り換え時の第１回転計測器の出力する回転角度Ｒ１を算出する。
　初期信号発生部５７は、選択信号ＳＥＬに応じて、切り換え時の最初の補間処理を行う
間のみ有効になる初期信号を発生する。
【００７７】
　セレクタ５８は、初期信号が有効の期間Ｂ側を選択し、それ以外の時にはＡ側を選択す
る。したがって、セレクタ５８は、切り換え時の最初の補間処理のみＲ１を、それ以後は
減算器５６が出力するその時点の角度差を、切り換え中の角度Ｉとして出力する。
【００７８】
　角度偏差算出部（Ｂ－Ｉ）５９は、切り換え先の回転角度であるＢと切り換え中の角度
Ｉの差を算出して切り換え中の角度差Ｄとして出力する。
【００７９】
　判定部６０は、セレクタ６０の切り換え信号を出力する。この切り換え信号は、セレク
タ６０が、初期および収束後にはＢ側を、その間はＡ側を選択して算出角度Ａとして出力
するように制御する。判定部６０は、切り換え中の角度差Ｄがあらかじめ設定した範囲に
収束したかを判定する。これにより算出誤差による角度収束が不完全な場合でも、算出角
度はＢ、すなわちＲ２に切り換えられる。
【００８０】
　乗算器５１は、切り換え中の算出角速度Ｓに、時間幅レジスタ５２に保持された単位制
御周期Ｔを乗算し、単位制御周期Ｔの間の回転角度を算出する。
　減算器５３は、角度差保持部５４に保持された前回の角度差から乗算器５１の出力する
回転角度量を減算し、その時点の角度差を算出する。
【００８１】
　角度差保持部５４は、切り換え開始時には、角度差Ｃを保持し、それ以後減算器５３の
出力するその時点の角度差を保持するように保持する値を更新する。
　減算器５６は、切り換え先の回転角度Ｒ１から減算器５３の出力するその時点の角度差
を減算し、その時点の算出角度を求める。
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【００８２】
　以上の通り、前回の角度差から、単位制御周期Ｔの間の算出角速度Ｓに対応する回転量
を減算していくことで、その時点の算出角度を求める。このようにして求められたその時
点の算出角度は、補間切り換え処理中、セレクタ５８およびセレクタ６１を介して算出角
度Ａとして出力され、収束すると、算出角度Ａとして切り換え先の回転角度Ｒ２が出力さ
れる。
【００８３】
　図１２は、図９の角速度算出部４５の詳細な構成を示すブロック図である。角速度算出
部４５は、切り換え中の算出角速度Ｓの生成を行い、切り換え中の算出角速度Ｓを、加速
状態、高速状態、減速状態のように変化させることで、モータ制御系の影響がでない、切
り換え時間の短縮を実現している。
【００８４】
　角速度算出部４５は、折返し角度抽出部７１と、初回角速度保持部７２と、反転境界角
度差生成部７３と、制御判定部７４と、ω－Δωテーブル７５と、加減算器７６と、前回
値保持部７７と、加算器７８と、最大値最小値保持部７９と、セレクタ８０と、を有する
。
【００８５】
　折返し角度抽出部７１および反転境界角度差生成部７３については後述する。
　初回角速度保持部７２は、選択切り換え信号ＳＥＬＡに応じて、切り換え時の切り換え
先の第２回転計測器の出力する回転角速度ω２をラッチして初回角速度ωｓとして保持す
る。
【００８６】
　ω－Δωテーブル７５は、図８の関係を記憶したテーブルで、ω２からΔωを生成する
。これは、角速度によりモータ制御系に影響のないΔωが異なることが予想されるためで
ある。また、角速度ωは、制御単位ごとに新しい値を使用するようにしており、これによ
り、切り換え中に角速度ωが変化した場合にも追従できる。
【００８７】
　加減算器７６は、Δωと前回値保持部７７に保持された前回の角速度から新たな加速度
を算出する。単位制御周期ＴごとにΔωを加算してゆくことで、加速状態から高速状態に
近づけてゆく。なお、減速の場合はマイナスの値を加算する。このように、加減算器７６
と前回値保持部７７は、Δω１、Δω１＋Δω２、Δω１＋Δω２＋・・・を順次生成す
る。加減算器７６の演算が、加算か減算かの制御は、制御判定部７４が行う。
【００８８】
　加算器７８は、ωとΔω１＋Δω２＋・・・を足し合わせる。
　以上のようにして、加速期間中と減速期間中の角速度を生成する。
【００８９】
　最大値最小値保持部７９は、モータ制御での最大値ωMAXおよび最小値ωMINを保持し、
Ｒ２がＲ１より進んでいる時には最大値ωMAXを、Ｒ２がＲ１より遅れている時には最小
値ωMINを、出力する。
【００９０】
　制御判定部７４は、前述の加減算器７６の制御およびセレクタ８０における切り換え中
の算出角速度Ｓの選択制御を行う。
【００９１】
　セレクタ８０は、制御判定部７４の制御に基づいて、ω＋Δω１＋Δω２＋・・・と最
大値(最小値)のいずれかを選択し、切り換え中の算出角速度Ｓとして出力する。
【００９２】
　反転境界角度差生成部７３は、後述する図１３の構成を有し、角速度の変化に合わせて
減速又は加速境界角度差の生成を行う。例えば、高速状態から減速状態への推移であれば
、減速境界角度差の生成を行う。切り換え中の角度差が減速境界角度を達成すると、減速
を開始する。
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【００９３】
　折返し角度抽出部７１は、後述する図１４の構成を有し、折返し角度の生成を行う。
　図１３は、反転境界角度差生成部７３の構成を示す図である。
　反転境界角度差生成部７３は、ωｄｍ抽出部８１と、境界角度達成監視部８２と、平均
算出部８３と、除算器８４と、減算器８５と、乗算器８６と、を有する。
【００９４】
　境界角度達成監視部８２は、切り換え中の角度差Ｄｍが境界角度に到達したかを監視し
、到達すると到達信号を出力する。
　ωｄｍ抽出部８１は、第２回転計測器の出力する第２回転角速度ω２を監視し、到達信
号が出力された時の第２回転角速度ωｄｍを抽出する。
【００９５】
　平均算出部８３は、第２回転角速度ω２の切り換え開始時の角速度ωｓとωｄｍの平均
（ωｄｍ＋ωｓ）／２を算出する。
　除算器８４は、第２回転角速度ω２を上記の平均（ωｄｍ＋ωｓ）／２で除して、前述
の補正項を算出する。
【００９６】
　減算器８５は、切り換え時の角度差ＣからＤｍを減じて加速（減速）境界角度差を算出
する。
　乗算器８６は、加速（減速）境界角度差に補正項を乗じて、加速（減速）境界角度差を
算出し、反転境界角度Ｄｄとして出力する。
【００９７】
　図１４は、折返し角度抽出部７１の構成を示す図である。折返し角度抽出部７１は、折
返し角度の生成を行う。
　折返し角度抽出部７１は、切り換え時の角度差Ｃの１／２を算出する１／２算出部８７
と、１／２算出部８７の出力と切り換え先の角度Ｂを加算する加算器８８と、を有する。
【００９８】
　図１５および図１６は、図１２の制御判定部７４の制御フローを示すフローチャートで
ある。図１５および図１６を参照して制御判定部７４の制御を説明する。
　制御判定部７４に入力する信号は、次の５つである。
【００９９】
　　切り換え中の角度差Ｄ
　　切り換え時の角度差Ｃ
　　切り換え中の算出角速度Ｓ
　　切り換え先の角速度ω２
　　反転境界角度差Ｄｄ
【０１００】
　また、制御判定部７４からの出力情報は、次の２つである。
　　セレクタ８０の選択信号（加速、減速、最大速度切り換え、最小速度切り換え）
　　加減算器７６の制御信号。
【０１０１】
　また、制御判定部７４で、境界角度達成時の切り換え先との角度差Ｄｍが生成される。
　ステップＳ１１では、切り換え時の角度差Ｃから補正方向が、進み方向であるか遅れ方
向であるか判定し、進み方向であればステップＳ１２に進み、遅れ方向であればステップ
Ｓ４１に進む。
【０１０２】
　ステップＳ１２では、切り換え中の角度差Ｄと、加速境界角度、折返し角度および減速
境界角度との比較、および角速度と最大角速度との比較を行う。加速境界角度に達してい
なければステップＳ１３に進む。加速境界角度に達しているが、折返し角度に到達してい
ればステップＳ２１に進む。すでに最大角速度ωMAXを超えて一定の角速度になっていれ
ばＳ１２に戻る。減速境界角度（反転境界限界角度差Ｄｄ）に達していれば、ステップＳ
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３１に進む。
【０１０３】
　ステップＳ１３では、その時点の第２回転角速度ω２にΔωｎを加えて（加速して）、
切り換え中の算出角速度Ｓを生成する。
　ステップＳ１４では、切り換え中の算出角速度Ｓが最大値に達したかを判定し、達して
いればステップＳ１５に進み、達していなければＳ１２に戻る。
【０１０４】
　ステップＳ１５では、加速度境界角度に到達したと決定する。
　ステップＳ１６では、切り換え中の角度差Ｄを、加速度境界角度到達時の切り換え中の
角度Ｄｍとして決定する。
【０１０５】
　ステップＳ１７では、切り換え中の算出角速度Ｓを最大値（ωMAX）に切り換え、Ｓ１
２に戻る。
　ステップＳ２１では、切り換え中の算出角速度Ｓが最大値（ωMAX）に達しているか判
定し、達していればＳ１２に戻り、達しておらず加速中であればステップＳ２２に進む。
【０１０６】
　ステップＳ２２では、減速境界角度差を、折返し角度と同じ位置に設定する。
　ステップＳ２３では、その時点の第２回転角速度ω２からΔωｎを減じて（減速して）
、切り換え中の算出角速度Ｓを生成し、Ｓ１２に戻る。
【０１０７】
　ステップＳ３１では、切り換え中の算出角速度Ｓに対して減速処理に切り換える。
　ステップＳ３２では、その時点の第２回転角速度ω２からΔωｎを減じて（減速して）
、切り換え中の算出角速度Ｓを生成する。
【０１０８】
　ステップＳ３３では、切り換え中の算出角速度Ｓが第２回転計測器の出力するω２に等
しいか、切り換え中の角度差Ｄ＝０であるか判定し、Ｓ＝ω２またはＤ＝０であればステ
ップＳ３４に進み、Ｓ≠ω２またはＤ≠０であればＳ１２に戻る。
【０１０９】
　一方、ステップＳ１１で遅れ方向と判定された場合には、ステップＳ４１に進む。
　ステップＳ４１では、切り換え中の角度差Ｄと、減速境界角度、折返し角度および加速
境界角度との比較、および角速度と最小角速度との比較を行う。減速境界角度に達してい
なければステップＳ４２に進む。減速境界角度に達しているが、折返し角度に到達してい
ればステップＳ５１に進む。すでに最小角速度ωMINを超えて一定の角速度になっていれ
ばＳ４１に戻る。加速限界角度（反転境界角度差Ｄｄ）に達していれば、ステップＳ６１
に進む。
【０１１０】
　ステップＳ４２では、その時点の第２回転角速度ω２からΔωｎを減じて（減速して）
、切り換え中の算出角速度Ｓを生成する。
　ステップＳ４３では、切り換え中の算出角速度Ｓが最小値に達したかを判定し、達して
いればステップＳ４４に進み、達していなければＳ４１に戻る。
【０１１１】
　ステップＳ４４では、減速度境界角度に到達したと決定する。
　ステップＳ４５では、切り換え中の角度差Ｄを、減速度境界角度到達時の切り換え中の
角度Ｄｍとして決定する。
【０１１２】
　ステップＳ４６では、切り換え中の算出角速度Ｓを最小値（ωMIN）に切り換え、Ｓ４
１に戻る。
　ステップＳ５１では、切り換え中の算出角速度Ｓが最小値（ωMIN）に達しているか判
定し、達していればＳ４１に戻り、達しておらず減速中であればステップＳ５２に進む。
【０１１３】
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　ステップＳ５２では、加速境界角度差を、折返し角度と同じ位置に設定する。
　ステップＳ５３では、その時点の第２回転角速度ω２にΔωｎを加えて（加速して）、
切り換え中の算出角速度Ｓを生成し、Ｓ４１に戻る。
【０１１４】
　ステップＳ６１では、切り換え中の算出角速度Ｓに対して加速処理に切り換える。
　ステップＳ６２では、その時点の第２回転角速度ω２にΔωｎを加えて（加速して）、
切り換え中の算出角速度Ｓを生成する。
【０１１５】
　ステップＳ６３では、切り換え中の算出角速度Ｓが第２回転計測器の出力するω２に等
しいか、切り換え中の角度差Ｄ＝０であるか判定し、Ｓ＝ω２またはＤ＝０であればステ
ップＳ６４に進み、Ｓ≠ω２またはＤ≠０であればＳ４１に戻る。
【０１１６】
　以上説明した図１５および図１６のフローチャートで、Ｒ２がＲ１より進んでいる時で
、加速状態の時にはＳ１２、Ｓ１３からＳ１７を行い、高速状態ではＳ１２から直接Ｓ１
２に戻り、減速状態ではＳ１２、Ｓ３１からＳ３４を行う。Ｒ２がＲ１より遅れている時
で、減速状態の時にはＳ４１、Ｓ４２からＳ４６を行い、低速状態ではＳ４１から直接Ｓ
４１に戻り、加速状態ではＳ４１、Ｓ６１からＳ６４を行う。
【０１１７】
　切り換え補間部は、ハードウエア回路で実現しても、コンピュータやＤＳＰなどを利用
したソフトウエア処理で実現してもよい。
【０１１８】
　以上説明した実施形態の角度検出装置によれば、複数の回転計測器（レゾルバ）で同一
回転軸の回転を計測し、一方に異常が発生した時には他方に切り換える冗長構成で、出力
信号を利用する制御系への影響が小さい形で高速に切り換える。これにより、モータ制御
系は、設計変更せずに、これまでの制御シーケンスがそのまま使用でき、高速回転し、回
転速度が随時変化する回転体にも適用できる。
【０１１９】
　以上、実施形態を説明したが、ここに記載したすべての例や条件は、発明および技術に
適用する発明の概念の理解を助ける目的で記載されたものである。特に記載された例や条
件は発明の範囲を制限することを意図するものではなく、明細書のそのような例の構成は
発明の利点および欠点を示すものではない。発明の実施形態を詳細に記載したが、各種の
変更、置き換え、変形が発明の精神および範囲を逸脱することなく行えることが理解され
るべきである。
【符号の説明】
【０１２０】
　１１　　モータ
　１２Ａ、１２Ｂ　　レゾルバ
　１３Ａ、１３Ｂ　　レゾルバインターフェース
　１５　　ＣＰＵ
　１６　　モータ制御部
　１７　　ドライバ
　１８　　以上監視部
　１９　　以上検出部
　４０　　切り換え補間部
　４５　　角速度算出部
　４６　　角度算出部
　７４　　制御判定部
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